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環
境
委
員
会
）

琵
琶
湖
の
保
全
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
五
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

国
民
的
資
産
で
あ
る
琵
琶
湖
に
つ
い
て
は
、
旧
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
に
よ
り
昭
和
四
十
七
年
か
ら
二
十
五
年
間
に

わ
た
り
、
治
水
・
利
水
環
境
の
向
上
の
た
め
の
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
同
法
が
失
効
し
て
以
降
は
、
今
日
に
至
る
ま
で

周
辺
地
域
の
土
地
利
用
や
産
業
活
動
、
生
活
様
式
の
変
化
等
も
あ
り
、
多
く
の
環
境
保
全
の
取
組
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
草
の

異
常
繁
茂
、
外
来
動
植
物
な
ど
に
よ
る
生
態
系
や
漁
業
へ
の
被
害
を
始
め
と
し
て
、
琵
琶
湖
の
自
然
環
境
等
の
悪
化
が
一
層
顕

在
化
し
て
き
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
そ
の
総
合
的
な
保
全
及
び
再
生
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
保
全
及
び
再
生
に
向
け
た
取
組
は
、
全
国
の
湖
沼
の
保
全
及
び
再
生
の
先
駆
け
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

本
法
律
案
は
、
琵
琶
湖
を
健
全
で
恵
み
豊
か
な
湖
と
し
て
保
全
及
び
再
生
を
図
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
主
務
大
臣
は
、
琵
琶
湖
の
保
全
及
び
再
生
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
（
以
下
「
琵
琶
湖
保
全
再
生
施
策
」
と
い
う

）
を

。

推
進
す
る
た
め
、
琵
琶
湖
の
保
全
及
び
再
生
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う

）
を
定
め
る
こ
と
と
す

。

る
。
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二
、
滋
賀
県
は
、
基
本
方
針
を
勘
案
し
て
、
琵
琶
湖
保
全
再
生
施
策
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
琵
琶
湖
保
全
再
生
計
画
」
と
い

う

）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

。

三
、
国
は
、
琵
琶
湖
保
全
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
必

要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

、

、

、

、

、

、

四

主
務
大
臣

関
係
行
政
機
関
の
長

関
係
地
方
公
共
団
体

関
係
事
業
者
等
は

琵
琶
湖
保
全
再
生
計
画
の
実
施
に
関
し

相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

五
、
主
務
大
臣
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
府
県
知
事
及
び
関
係
指
定
都
市
の
長
は
、
琵
琶
湖
保
全
再
生
施
策
の
推
進
に
関

し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
た
め
、
琵
琶
湖
保
全
再
生
推
進
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
琵
琶
湖
の
保
全
及
び
再
生
に
関
し
、
水
質
の
汚
濁
の
防
止
の
た
め
の
措
置
、
湖
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
及
び
再
生
、
外
来

動
植
物
に
よ
る
被
害
の
防
止
等
、
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
べ
き
施
策
に
つ
い
て
定
め
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


